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令和６年度・第１５回農業委員会総会議事録 

 

 

開 催 日  令和６年６月２５日（火） １３：００～１６：００ 

開催場所  ＳＳプラザ川内 ３０１～３０３会議室 

出席委員（１７名） 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

１ 中原 良治 ２ 谷山 信 ３ 藥師寺 しげ子 

４ 新屋 純子 ５ 牧田 信一 ６ 小城 義己 

７ 木場 祐二郎 ８ 中島 弘和 ９ 下茂 正憲 

１０ 木下 博英 １１ 乙須 紀文 １２ 有馬 康夫 

１３ 永留 智史 １４ 山路 一浩 １５ 西 裕一郎 

１６ 小園 光男 １７ 礒道 博和 １８ 梶原 拓二 

１９ 府 生次     

欠   員 (０名) 

欠席委員（２名） 

遅刻委員（０名） 

出席推進委員（１９名） 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

２１ 山下 武徳 ２２ 福壽 久雄 ２３ 濵田 義博 

２４ 春田 実 ２５ 上小川 文男 ２６ 大田 実角 

２７ 鶴屋 賢了 ２８ 廣庭 吉辰 ２９ 中川 大樹 

３０ 馬渡 義文 ３１ 田中 浩徳 ３２ 竹田 栄次 

３３ 永吉 康之 ３４ 徳永 正幸 ３５ 徳永 功 

３６ 鬼塚 幸男 ３７ 豊田 孝之 ３８ 古川 梓 

３９ 髙木 成寛 ４０ 早﨑 麻美子 ４１ 辻󠄀 孝一郎 

欠席推進委員（１名） 

事務局出席者 平局長・西局長代理・梶原主幹・吉原主任・中城Ｇ員・ 

松下Ｇ員・冨士代職員 

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                      ㊞  

 

議事録署名者        ９番                ㊞  

 

             １０番                ㊞  

 

議事録作成者     局長代理              ㊞  
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令和６年度 第１５回農業委員会総会議事録 

 

議事日程「諸般の報告」 

 

５ 報  告  

報告第４７号 農地形質変更届の専決処分について 

報告第４８号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の専決処

分について 

報告第４９号 非農地証明発行の専決処分について 

 

６ 議  事  

  議案第１６０号 農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について（知事処分） 

議案第１６１号 農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可

申請承認について（知事処分） 

議案第１６２号 非農地証明願承認について 

議案第１６３号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可申

請承認について 

議案第１６４号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可申

請承認について 

議案第１６５号 農地法第３条の規定による農地等の使用貸借権選定許可

承認申請について 

議案第１６６号 農用地利用集積計画案 （利 用 権 設 定 ）の意見決定について 

議案第１６７号 農用地利用集積計画案（農地中間管理権設定）の意見決定

について 

議案第１１３号 農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承認について 

（保留分） 

議案第１１４号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認に 

ついて（知事処分）（保留分） 

議案第１１８号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可申

請承認について（保留分） 

報告第３２号  農地形質変更届の専決処分について（保留分） 

 

７ その他  

⑴   ７月 総 会 の日 程 について 

⑵   その他  

 

【開始１３：００】 
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局長代理  初めに、会長にごあいさつをお願いいたします 

 

会  長    皆様お疲れ様です。田植えで忙しいときに総会にご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。  

       一週間ほどの長雨で、どこに災害が出るかわからない状況で非

常に危険です。 

        皆様方、大雨が降った際は必ず非難をしていただくようお願い

いたします。 

５月２９日、３０日に令和６年度全国農業委員会会長大会が東

京都で開催され、局長と出席いたしました。 

食料農業農村基本法が改正されまして、参議院を通過というこ

とでした。次の日には、県選出の国会議員の方と面会いたしまし

て、自民党・立憲民主党へ挨拶回りをしまして色々な要望をして

きました。 

そして、６月5日に第１０６回通常総会、同じく常設審議委員

会がマリンパレスかごしまで開催され、事務局職員と出席いたし

ました。 

２０の市町村が出席し、４条が１０件、５条が４０件そのうち

薩󠄀摩川内市は５条が１件で、なにも問題がないということで質問

は受けなかったのですが、他の市町村で質問を受けてたじたじの

ところがありました。 

通常総会では無事予算決算も承認されました。 

  そして、６月７日に農業公社臨時理事会が本庁舎６０１会議室

で開催されまして出席いたしました。前の農政部長が退任された

ので、今の農政部長が副会長に就任されました。 

 １４日、第２回農業委員会だより編集委員会、第１４回運営委

員会を本庁舎の５０２会議室において開催され出席いたしまし

た。 

そして、本日第１５回農業委員会総会がＳＳプラザ川内で開催

となっております。 

まだまだこれから暑くなりますので、熱中症には気を付けて農

作業に従事してください。 

本日は本当にお疲れ様です。 

 

議  長   ただ今から、第１５回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を開催いたし

ます。局長に委員の出席状況を報告させます。 
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局  長     委員の出席状況について、報告いたします。 

定 数 １９名 、現 在 員 数 １９名 、出 席 委 員 １７名 、欠 席 委 員 は２名 で、８番 ：

中 島 弘 和 委 員 ・１３番 永 留 智 史 委 員 であり、欠 席 届 が提 出 されておりま

す。 

なお、本 日 出 席 の農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 は２０名 です。 

欠 席 委 員 は１名 で、３２番 ：古 川 梓 委 員 であり、欠 席 届 が提 出 されており

ます。 

以 上 で報 告 を終 わります。 

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３

項の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立

いたしました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参り

ます。 

まず、主要事務処理経過報告について、事務局の説明をお願い

します。 

 

 

局長代理   主要事務処理経過報告について説明いたします。 

総会資料の１ページをご覧ください。 

５月２９日と３０日に令和６年度全国農業委員会会長大会が 

東京都で開催され、会長、局長が出席されております。 

   ６月５日に第１０６回通常総会、同じく常設審議委員会がマ 

リンパレスかごしまで開催され、会長、事務局職員が出席して 

おります。 

    ６月７日に農業公社臨時理事会が本庁舎６０１会議室で開

催され、会長が出席されております。 

７日・１０日が定例の現地調査です。 

１４日が第２回農業委員会だより編集委員会、第１４回運営

委員会を本庁舎の５０２会議室において開催しております。 

そして、本日第１５回農業委員会総会がＳＳプラザ川内で開

催となっております。 

以上、説明を終わります。 

 

議  長     主要事務処理経過報告が事務局よりございましたが、何か御 

質疑ございませんか。 

 

委  員              （なしの声 あり） 
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議  長   「なし」ということですので、主要事務処理経過報告を終りま

す。 

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろ

しいでしょうか。 

 

委  員               （はいの声 あり）  

 

議     長   ご異議ございませんので、 

９番：下茂 正憲（しも まさのり）委員 

１０番：木下 博英（きした ひろひで）委員にお願いいたしま 

す。 

それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただきます。 

初めに、報告第４７号「農地形質変更届の専決処分について」を 

議題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

局長代理  報 告 第 ４７号 を説 明 いたします。資 料 は２ページをご覧 ください。位 置

図 、調 査 表 は備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 １番 の１件 です。登 記 地 目  田 １筆  575 ㎡、

畑 １筆 92 ㎡、合 計 ２筆 667 ㎡の届 出 がありました。 

内 容 といたしましては、受 理 番 号 １番 は盛 土 して、畑 にするための届 出

です。 

従 いまして、現 地 調 査 の結 果 、被 害 防 除 計 画 に妥 当 性 があると認 めら

れることから、薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会  農 地 の形 質 変 更 に伴 う周 辺 農 地

等 への被 害 防 止 対 策 実 施 要 領 ３の規 定 により、処 理 いたしましたので報

告 いたします。 

以 上 で、報 告 第 ４７号 に係 る説 明 を終 わります。 

 

議  長   ただ今、事務局より報告第４７号の説明が終わりました。これ

につきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。 

 

委員・推進委員     （なしの声あり） 

 

議  長   質疑がありませんので、報告第４７号を終ります。 

 次に、報告第４８号「農地法第１８条第６項の規定による合意 

解約通知の専決処分について」を議題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 
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局長代理  報 告 第 ４８号 を説 明 いたします。資 料 は３ページから９ページをご覧 くだ

さい。 

今 月 の合 意 解 約 は受 理 番 号 １４番 から４７番 までの３４件 です。登 記 地

目  田 ３３筆 37,644 ㎡、畑 ９筆  14,103 ㎡、合 計 ４２筆 51,747 ㎡の合 意

解 約 通 知 がありました。 

このうち、農 地 流 動 化 促 進 事 業 補 助 金 の返 納 は３６番 、３８番 、４２番 、

４３番 の４件 です。薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 規 則 第 ５条 第 １項 第 ３号 の規

定 に基 づき、処 理 いたしましたので報 告 いたします。 

以 上 で、報 告 第 ４８号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今、事務局より報告第４８号の説明が終わりました。これ

につきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。 

 

委員・推進委員     （なしの声 あり） 

 

議  長   質疑がありませんので、報告第４８号を終ります。 

次は報告第４９号「非農地証明発行の専決処分について」を議

題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

局長代理  報 告 第 ４９号 を説 明 いたします。資 料 は１０ページから１１ページをご覧

ください。 

今 月 の証 明 発 行 願 いは、受 理 番 号 ２２番 から２９番 までの８件 で、登 記

地 目  田 ８筆 4,370 ㎡、畑 ５筆 5,235 ㎡、合 計 １３筆 9,605 ㎡の証 明 発 行

願 が提 出 されました。 

非 農 地 の議 決 内 容 につきましては、備 考 欄 の議 決 日 、議 決 番 号 をそ

れぞれご参 照 ください。 

何 れも農 地 法 第 ２条 第 １項 に規 定 する農 地 では無 いことを証 明 する非

農 地 判 断 議 決 済 みであり、申 請 には妥 当 性 があると認 められることから、

薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 非 農 地 証 明 書 の発 行 基 準 ５の規 定 により処 理

いたしましたので報 告 いたします。 

以 上 で、報 告 第 ４９号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今、事務局より報告第４９号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。 

 

委員・推進委員      （なしの声 あり） 
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議  長   質疑がありませんので、報告第４９号を終ります。 

それでは会次第６の議事に入ります。 

議案第１６０号「農地法第５条の規定による農地等の所有権移

転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６０号 を説 明 いたします。資 料 は１２ページから１４ページをご

覧 ください。農 地 判 定 の根 拠 及 び位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考

欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 ２０番 から２５番 までの６件 で、登 記 地 目  田 １

筆 ８０１㎡、畑 ９筆 ３，８７９㎡、合 計 １０筆 ４，６８０㎡の申 請 がありました。 

内 容 を説 明 いたします。 

受 理 番 号 ２０番 は、駐 車 場 、２１番 は、資 材 置 場 の目 的 でそれぞれ申

請 されるものです。 

受 理 番 号 ２２番 から２５番 は、一 般 住 宅 、一 般 住 宅 と貸 農 機 具 置 場 、

共 同 住 宅 と駐 車 場 の目 的 でそれぞれ申 請 されるものです。 

２２番 は、一 般 住 宅 の５００㎡を超 過 しているため、地 積 超 過 理 由 書 が

添 付 されています。また、分 筆 後 の残 地 は、議 案 第 １６３号 ２６番 で３条 所

有 権 移 転 と同 時 申 請 となります。 

以 上 ６件 、申 請 内 容 を転 用 許 可 法 令 一 般 基 準 、各 項 による書 類 審 査

及 び現 地 調 査 を行 い提 案 いたしました。 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

木下委員 １０番、木下が２０番から２１番を報告します。 

６月１０日、鶴屋推進委員と事務局 梶原・長沼職員と現地調 

査を実施しましたので、報告します。 

まず２０番は、位置図３ページ、調査表３ページをご覧くださ 

い。 

        申請地の現況は、田で耕作されていませんでした。駐車場の目

的で申請しています。 

２１番は、位置図４ページ、調査表４ページをご覧ください。 

        申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。資材置場の

目的で申請しています。 

        いずれも申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当

性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。 

        以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。以上です。 
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山路委員  １４番、山路が２２番を報告します。 

６月７日、馬渡推進委員と事務局 梶原・長沼職員と現地調査 

を実施しましたので、報告します。 

位置図５ページ、調査表５ページをご覧ください。 

       申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。転用目的は、

一般住宅の目的で申請されるものです。残地の農地は、譲受人が

３条取得します。 

       一般住宅の基準である５００㎡未満を超過しますが、添付して 

ある地積超過理由書のとおり、東側に傾斜地があるため、宅地と 

して利用できない部分があり、やむを得ないと判断しました。 

 いずれも申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性 

があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。 

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相 

当と判断しました。以上です。 

 

乙須委員   １１番、乙須が２３番～２４番を報告します。 

６月１０日、中川推進委員と事務局 西・吉原職員と現地調

査を実施しましたので、報告します。 

まず２３番は、位置図６ページ、調査表６ページをご覧くだ

さい。 

         申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。一般住宅

と貸農機具駐車場の目的で申請しています。 

         なお、貸農機具駐車場は小城機工株式会社との使用貸借契約

済です。  

２４番は、位置図７ページ、調査表７ページをご覧ください。 

          申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。共同住

宅・駐車場の目的で申請しています。 

          いずれも申請書に添付してあります被害防除計画書には妥 

当性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとお 

りです。 

           以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許 

可相当と判断しました。以上です。 

 

木下委員    １０番、木下が２５番を報告します。 

         調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

位置図８ページ、調査表８ページをご覧ください。 

          申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。一般住宅

の目的で申請しています。 
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        いずれも申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当

性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。 

       以上のことから、申請は農地法関係法令には抵触せず許可相当

と判断しました。以上です。 

 

議  長     ただ今、調査員の報告が終りました。 

質疑に入ります。御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員    （なしの声あり） 

 

議  長    ないようですので、議案第１６０号につきまして採決いたしま

す。 

議案第１６０号については、原案のとおり許可相当と意見決定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全 委 員         （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６０号については、原案のと 

おり承認されました。議案第１６０号については、許可意見を 

付して鹿児島県知事に書類を進達することに決定いたします。 

次に、議案第１６１号「農地法第５条の規定による農地等の使 

用貸借権設定許可申請承認について」を議題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６１号 を説 明 いたします。資 料 は１５ページをご覧 ください。農

地 判 定 の根 拠 及 び位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照 くだ

さい。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 ２６番 、２７番 の２件 で、登 記 地 目  畑 ２筆 ２６

２．６５㎡の申 請 がありました。 

内 容 といたしましては、２６番 、２７番 は、それぞれ、申 請 地 を親 から借 り

受 けて、一 般 住 宅 の目 的 で申 請 されるものです。 

２６番 は、２３８６番  宅 地  ２１６．３２㎡と一 体 利 用 で総 面 積 ２９０．９７㎡

となります。 

以 上 ２件 、申 請 内 容 を転 用 許 可 法 令 一 般 基 準 、各 項 による書 類 審 査

及 び現 地 調 査 を行 い提 案 いたしました。 

以 上 で議 案 第 １６１号 に係 る説 明 を終 わります。 
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議  長    ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

乙須委員 １１番 乙須が２６番と２７番を報告します。 

調査日・調査員は先ほどのとおりです 

２６番は、位置図９ページ、調査表９ページをご覧ください。 

申請地の現況は、畑で耕作されておりませんでした。転用目的 

は、一般住宅です。 

次に、２７番は、位置図１０ページ、調査表１０ページをご 

覧ください。 

申請地の現況は、畑で耕作されておりました。転用目的は、一 

般住宅です。 

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、 

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。 

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相 

当と判断しました。以上です。 

 

議  長    ただ今、調査員の報告が終りました。 

質疑に入ります。御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員      （なしの声あり） 

 

議  長     ないようですので、採決いたします。 

議案第１６１号については、原案のとおり許可相当と意見決定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全 委 員           （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６１号は原案のとおり承認されま

したので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達することに

決定いたします。 

次は、議案第１６２号「非農地証明願承認について」を議題とし 

ます。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６２号 を説 明 いたします。資 料 は１６ページから１７ページをご

覧 ください。位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の 申 請 は、７ 番 か ら１３番 の７ 件 で、登 記 地 目  田 ７筆 ７，４ ４９ ㎡ 

畑 ３筆 １，６６７㎡、合 計 １０筆 ９，１１６㎡の非 農 地 証 明 願 が申 請 されまし
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た。 

内 容 といたしましては、７番 、８番 、１０番 、１１番 、１３番 は、備 考 欄 の記

載 の年 から耕 作 しておらず、原 野 ・山 林 化 しています。 

９番 は、昭 和 ４３年 頃 に、１２番 は、平 成 ４年 頃 に居 宅 が建 てられており、

農 地 性 を失 っている状 態 となっています。 

今 般 、それぞれ、原 野 ・山 林 並 びに宅 地 へ地 目 変 更 するための申 請

です。 

従 って、非 農 地 証 明 書 を添 えて法 務 局 において、地 目 の変 更 申 請 手

続 きによる登 記 官 の現 況 判 断 で、農 地 以 外 の登 記 簿 の地 目 変 更 が可 能

となるため、農 地 法 第 ２条 第 １項 に規 定 する農 地 では無 いことを証 明 する

当 該 証 明 願 いが提 出 されたことにより、提 案 いたしました。 

以 上 で、議 案 第 １６２号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議  長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

木下委員 １０番、木下が７番～８番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

まず、７番ですが、位置図１１ページ、調査表１１ページをご 

覧ください。 

       申請地の現況は、平成２５年頃から耕作しておらず、原野化し 

ていました。 

８番は、位置図１２ページ、調査表１２ページをご覧ください。 

申請地の現況は、平成１６年頃から耕作しておらず、原野化し 

ていました。 

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響のないこと 

から証明書を発行すべきと考えます。以上です。 

 

乙須委員 １１番、乙須が９番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

位置図１３ページ、調査表１３ページをご覧ください。 

       申請地の現況は、昭和４３年頃から建物が存在し、宅地化して 

いました。 

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響のないこと

から証明書を発行すべきと考えます。以上です。 
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木下委員 １０番、木下が１０番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

位置図１４ページ、調査表１４ページをご覧ください。 

       申請地の現況は、平成１６年頃から耕作しておらず、原野化し 

ていました。 

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響のないこと 

から証明書を発行すべきと考えます。以上です。 

 

乙須委員 １１番、乙須が１１番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

位置図１５ページ、調査表１５ページをご覧ください。 

       申請地の現況は、平成１０年頃から耕作しておらず、山林化し 

ていました。 

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響のないこと

から証明書を発行すべきと考えます。以上です。 

 

木下委員 １０番、木下が１２番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

位置図１６ページ、調査表１６ページをご覧ください。 

       申請地の現況は、平成４年頃から建物が存在しており、宅地化 

していました。 

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響のないこと 

から証明書を発行すべきと考えます。以上です。 

 

新屋委員    ４番 新屋が１３番を報告いたします。 

       ６月７日 古川委員と事務局 西・松下職員と現地調査を実施 

しましたので報告いたします。 

        位置図・調査表ともに１７ページです。  

申請地の現況は畑ですが本市非農地証明書の発行基準を満た

し、周辺に影響のないことから証明書を発行すべきと考えます。 

以上です。 

 

議  長   ただ今、調査員の報告が終りました。 

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員      （なしの声あり） 

 

議  長   ないようですので、採決いたします。 

議案第１６２号については、原案のとおり処分決定することに
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賛成の方の挙手を求めます。 

 

全 委 員          （挙 手）  

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６２号は原案どおり決定されま

した。 

次は、議案第１６３号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・売許可申請承認について」を議題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６３号 を説 明 いたします。資 料 は１８ページをご覧 ください。位

置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 ２３番 から２６番 の４件 で、田 ２筆 １，３０６㎡、

畑 ３筆 ８５２㎡、合 計 ５筆 ２，１５８㎡の申 請 がありました。 

申 請 理 由 は、譲 受 人 の「規 模 拡 大 」、譲 渡 人 の「労 力 不 足 」により、そ

れぞれ売 買 されるものです。 

２６番 は、議 案 第 １６０号 受 理 番 号 ２２番 の農 地 転 用 に伴 う分 筆 の残 地

となります。 

申 請 内 容 を農 地 法 第 ３条 第 ２項 各 号 に規 定 する、農 地 の取 得 要 件 に

ついて審 査 いたしました結 果 、機 械 力 ・労 働 力 ・技 術 力 に係 る全 部 効 率

要 件 、及 び農 作 業 従 事 日 数 、集 団 化 、効 率 的 且 つ、総 合 的 な利 用 に係

る、地 域 調 和 要 件 の何 れにも抵 触 しないと認 められます。 

従 いまして、何 れの申 請 地 も農 地 以 外 の目 的 で売 買 されるものではあ

りません。 

以 上 のようなことから、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し

提 案 いたしました。以 上 で、議 案 第 １６３号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

乙須委員 １１番、乙須が２３番から２５番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

       ２３番は、位置図１８ページ、調査表１８ページをご覧くださ 

い。 

申請地の現況は、田で耕作されていませんでした。権利取得後 

は、水稲を栽培予定です。 

２４番は、位置図１９ページ、調査表１９ページをご覧くださ 

い。 

申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。 
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権利取得後は、野菜等を栽培予定です。 

２５番は、位置図２０ページ、調査表２０ページをご覧くださ

い。 

申請地の現況は、畑で保全管理されておりました。権利取得後 

は、野菜等を栽培予定です。 

規模拡大の権利取得で、経営意欲も高く、全部効率要件及び地 

域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。 

 

山路委員 １４番、山路が２６番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

       位置図５ページ、調査表２１ページをご覧ください。 

申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。権利取得後

は、甘藷等を栽培予定です。 

規模拡大の権利取得で、経営意欲も高く、全部効率要件及び地 

域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。 

以上です。 

 

議  長   ただ今、調査員の報告が終りました。 

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員    （なしの声あり） 

 

議  長   ないようですので、一括して採決いたします。 

議案第１６３号については、原案のとおり処分決定することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全 委 員       （挙 手）  

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６３号は、原案のとおり許可す

ることに決定いたします。 

次は、議案第１６４号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。 

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は受理番号２７番です。 

木場委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」を受けますので、退席をお願いします。 

 

木場委員          （退席・退室） 
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議  長   事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６４号 を説 明 いたします。資 料 は１９ページをご覧 ください。位

置 図 ・調 査 表 につきましては備 考 欄 をご参 照 ください。 

農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３１条 「議 事 参 与 の制 限 」を受 ける議 案

第 １６４号 ２７番 の譲 受 人 が、当 委 員 会 農 業 委 員 の木 場 委 員 、ご本 人 で

すので、内 容 説 明 いたします。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 ２７番 の１件 で、登 記 地 目  田 ２筆 １，１１１㎡

の申 請 がありました。 

申 請 理 由 といたしましては、「知 人 間 」等 の贈 与 によるものです。 

申 請 内 容 を農 地 法 第 ３条 第 ２項 各 号 に規 定 する、農 地 の取 得 要 件 に

ついて審 査 いたしました結 果 、機 械 力 ・労 働 力 ・技 術 力 に係 る全 部 効 率

要 件 及 び農 作 業 従 事 日 数 、集 団 化 、効 率 的 かつ総 合 的 な利 用 に係 る

地 域 調 和 要 件 の何 れにも抵 触 しないと認 められます。 

従 いまして、いずれの申 請 地 も農 地 以 外 の目 的 で贈 与 されるものでは

ありません。 

以 上 のようなことから、許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案 い

たしました。 

以 上 で、議 案 第 １６４号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

山路委員 １４番、山路が２７番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

       位置図２１ページ、調査表２２ページをご覧ください。 

       知人からの受贈になります。申請地の現況は、畑で保全管理さ

れておりました。権利取得後は、甘藷等を栽培予定です。 

規模拡大のための権利取得で、経営意欲も高く、全部効率要件 

及び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。 

以上です。 

 

議  長    ただ今、調査員の報告が終りました。 

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員    （なしの声あり） 

 

議  長    ないようですので、一括して採決いたします。 

議案第１６４号については、原案のとおり処分決定することに
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賛成の方の挙手を求めます。 

 

全 委 員         （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６４号は、原案のとおり許可す

ることに決定いたします。 

木場委員の入室をお願いします。 

 

木場委員          （入室・着席） 

 

議  長  次は、議案第１６５号「農地法第３条の規定による農地等の使用

貸借権設定許可申請承認について」を議題とします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６５号 を説 明 いたします。資 料 は２０ページをご覧 ください。位

置 図 ・調 査 表 につきましては備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 ２８番 の１件 で、登 記 地 目  畑 １筆 ５８６㎡の

申 請 がありました。 

申 請 理 由 といたしましては、使 用 貸 借 権 を設 定 するものです。 

障 害 者 福 祉 サービスを行 っている社 会 福 祉 法 人 が、利 用 者 のリハビリ

目 的 で農 地 を３年 間 借 り受 けるもので、今 回 、更 新 するものです。 

申 請 内 容 を農 地 法 第 ３条 第 ２項 各 号 に規 定 する、農 地 の取 得 要 件 に

ついて審 査 いたしました結 果 、機 械 力 ・労 働 力 ・技 術 力 に係 る全 部 効 率

要 件 及 び農 作 業 従 事 日 数 、集 団 化 、効 率 的 かつ総 合 的 な利 用 に係 る

地 域 調 和 要 件 の何 れにも抵 触 しないと認 められます。 

従 いまして、申 請 地 も農 地 以 外 の目 的 で贈 与 されるものではありませ

ん。 

以 上 のようなことから、許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し、提 案 い

たしました。 

以 上 で、議 案 第 １６５号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。 

 

山路委員 ４番、山路が２８番を報告します。 

       調査日・調査員は先ほどのとおりです。 

       位置図２２ページ、調査表２３ページをご覧ください。 

       契約の更新であり、期間は３年間です。申請地の現況は、畑で

耕作されていました。 
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申請人は、障害福祉サービスを行っており、障害者のリハビリ 

及び研修として、野菜を栽培予定です。リハビリ・研修のための 

使用貸借権設定で、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和 

要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。以上です。 

 

議  長   ただ今、調査員の報告が終りました。 

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員      （なしの声あり） 

 

議  長   ないようですので、一括して採決いたします。 

議案第１６５号については、原案のとおり処分決定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

 

全 委 員         （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６５号は、原案のとおり許可す

ることに決定いたします。 

次は、議案第１６６号「農用地利用集積計画案（利用権設定） 

の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に

基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意見につい

て審議を求めるものでございます。 

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は受理番号２０番です。 

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６６号 を説 明 いたします。資 料 は２１ページから２３ページをご

覧 ください。 

今 月 の申 請 は、田 14,467 ㎡の申 請 がありました。 

利 用 権 設 定 ８件 中 、認 定 農 業 者 等 に係 わる分 は２件 です。 

議 事 参 与 案 件 を除 く、案 件 について説 明 します。 

議 事 参 与 案 件 を除 く、受 理 番 号 １４番 から１９番 及 び２１番 は、申 請 内

容 を農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 ３項 の規 定 に基 づき審 査 いた

しました結 果 、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案 いたし

ました。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 
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議  長   ただ今、事務局の説明が終りました。 

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員      （なしの声あり） 

 

議  長   ないようですので、一括して採決いたします。 

議事参与案件を除く、受理番号１４番から１９番、２１番につ

きまして、原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

全 委 員            （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議事参与案件を除く、受理番号１４番から

１９番、２１番につきまして、原案のとおり意見決定いたします。 

次に、議案第１６６号受理番号２０番に係る議事参与案件につい

て審議に入ります。 

小園委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制 

限」を受けますので、退席をお願いします。 

 

小園委員             （退席・退室） 

  

議  長   議案第１６６号受理番号２０番につきまして、事務局の内容説

明をお願いします。  

 

梶原主幹  農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３１条 「議 事 参 与 の制 限 」を受 ける議 案

第 １６６号 ２０番 に係 る利 用 権 設 定 の受 人 が、当 委 員 会 農 業 委 員 の小 園

委 員 、ご本 人 ですので、内 容 説 明 いたします。資 料 は２３ページをご覧 く

ださい。 

受 理 番 号 ２３番 の申 請 内 容 を農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 ３

項 の規 定 に基 づき審 査 いたしました結 果 、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 た

していると判 断 し提 案 いたしました。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議  長   ただ今、事務局の説明が終りました。 

質疑に入ります。御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員         （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、採決いたします。 
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議案第１６６号、受理番号２０番に係る議事参与案件は、原案

のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全 委 員          （挙 手） 

 

議  長   賛成全員であります。議案第１６６号、受理番号２０番に係る

議事参与案件は原案のとおり意見決定いたします。 

小園委員の入室をお願いします。 

 

小園委員          （入室・着席） 

 

議  長  議案第１６６号は、原案のとおり意見決定されましたので薩󠄀摩川

内市長へ許可意見を付して書類送達することといたします。 

次は、議案第１６７号「農用地利用集積計画案（農地中間管理

権設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項に基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意

見について審議を求めるものでございます。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹  議 案 第 １６７号 を説 明 いたします。資 料 は２４ページから３５ページをご

覧 ください。 

今 月 の申 請 は、田 １１５，８７９㎡、畑 ９２４㎡、合 計 １１６，８０３㎡の申 請

がありました。 

管 理 権 設 定 ６４件 中 、認 定 農 業 者 等 に係 る分 は２３件 です。 

申 請 内 容 を農 地 中 間 管 理 事 業 の推 進 に関 する法 律 第 １８条 第 ５項 各

号 の規 定 に基 づき農 用 地 利 用 の配 分 計 画 を審 査 いたしました結 果 、申

請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案 いたしました。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議  長   ただ今、事務局の説明が終りました。 

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員    （なしの声 あり） 

 

議  長   ないようですので、一括して採決いたします。 

議案第１６７号につきまして、原案のとおり意見決定すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委 員           （挙 手） 
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議   長   賛成全員であります。議案第１６７号は原案のとおり意見決定

いたします。 

議案第１６７号「農用地利用集積計画案（農地中間管理権設 

定）の意見決定について」は、原案のとおり意見決定されました

ので薩󠄀摩川内市長へ許可意見を付して書類送達することといた

します。 

 

議  長   次に、議案第１１３号「農地転用事業計画変更申請（承継なし）

の承認について」（保留分）、議案第１１４号「農地法第４条の規

定による農地等の転用許可申請承認について」（保留分）、議案第

１１８号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許

可申請承認について」（保留分）、報告第３２号「農地形質変更届

の専決処分について」（保留分）を一括して審議いたします。 

事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原主幹   本件について、説明いたします。本件について、意見決定する

ための要件として、①農地法申請どおりの工事完了、②農地法申

請に係る各種法令等手続きの完了、③本件に関する経緯の確認が

できた後に総会で意見決定することになっております。 

①  の農地法申請どおりの工事完了ですが、越境等の改善の工 

事完了報告を受け、令和６年６月３日（月）に、本市都市整備課、 

林務水産課、農業委員会事務局で申請に添付されている図面で現 

地を確認し、境界等の確認をしました。 

②  の農地法申請に係る各種法令等の手続きは、本市都市計画 

法に基づく土地利用協議の変更承認、土地改良区への施設使用届、 

林務水産課への法定外公共物占用等許可変更届があり、それぞれ 

承認されています。 

③  の本件の経緯については、去る令和 6 年 5 月 27 日開催の第 

14 回農業委員会総会で参考人招致を行い、聞き取りを実施しま 

した。駐車場をして整備した後の写真の提出、３条申請に係る営 

農計画書の提出、宅地建物取引業法にかかる件についての回答を 

申請人等に求めておりました。 

お手元に、資料１報告第３２号議案第１１３号・議案１１４号 

議案第１１８号に係る追加資料をご準備ください。 

       駐車場としての完了写真は、資料６ページをご覧ください。駐 

車場を整備したあと区画をこのように番号を付けて一旦は工事 

が完了したとの写真を頂いているところです。 

続きまして営農計画書については、１ページに戻ってください。 
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許可後、令和 7 年４月のレモン４２本の植栽を計画しており、

植栽までの期間は、令和６年８月に表土を入れ、９月から３月

までは、耕転・追肥等の保全管理をする計画です。 

         宅地建物取引業法に関する件については、資料４ページのと

おり回答がありました。また、県の建築課へ事務局からも紹介

し、回答を得ております。 

         申請人より次の通りの回答がありましたのでご説明させて

いただきます。 

         まず①番の宅地建物取引業についての３６条のことについ

てです。３６条に農地法が該当するか監督庁へ確認してくださ

いという回答を求めたところ、鹿児島県の建築課の回答は宅地

建物取引業でいう広告開始の制限、第３３条が第３６条の規定

に抵触するかはいずれも宅地を造成前という未完成物件であ

るということが前提であり、宅地造成が完成されていればこの

規制対象にならないということになります。宅地造成の完了は

農地法の許可がされている、されていないは関係なくてその状

態になっているということであれば完成しているというふう

にみなすということで規制対象外になりますという回答を県

のほうからいただいております。 

         これを事務局も確認してそのような回答をいただいており

ます。 

         ②番目 買主に対して違反した状態であることの意味を買

主に説明するということについて、どのようにしたかというこ

とで回答を求めておりましたが、申請人からの回答としまして

農地転用に伴う契約は不動産取引において慣例的に行ってお

り、許可が下りる前に契約は慣例で行なわれていますが、農地

法の許可が出てからじゃないと正式ではないということで、契

約書通りにうたっております。今回につきましては令和６年度

１月１１日に申請人のほうで地目変更をしておりますがその

後に契約が結ばれましたよという事になります。 

         そこの宅地に対する位置指定道路の変更が未納のままです

ので、売主に対してはその手続きが終わってからの引き渡しに

なるとのことでそれが出来るかどうかというのは売主・買主の

間で話し合いができて評価をいただいているという回答だと

思いますので重要事項の説明の中で農地法の許可がおりてか

らじゃないと、というところに該当するとのことで、買主さま

にも説明してありますという回答でございます。 

         以上のことが転用許可前のことについてです。 

         ５ページをご覧ください。５ページは宅地建物取引業も農地
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法の許認可も含まれますが、それが違法だという事で許可権者が

決定した場合は許可権者のほうが監督庁に「このような事例があ

りました」という事で話をして、それに基づいて行政指導が入る

という流れになります。 

        今のところ薩󠄀摩川内市の農業委員会は権限委譲を受けていま

せんので県が許可権者になります。 

        今回においては皆様方に許可相当か不許可相当かという薩󠄀摩

川内市の意見決定をしていただくのが今回の話になりまして、最

終的な意見決定は県が決定するという事になりますので、③番の

ことにつきましては県の許可権者が違反転用ですよと認めた場

合に流れていくという話になります。もし、そのような話になっ

た場合は県建築課に直接、県より連絡があり指導が必要かという

流れになります。 

        以上、申請人への宿題の回答でございます。 

       以上のようなことから、本件については、総会で意見決定する

要件が整っていることとなります。以上で説明を終わります。 

 

議  長   ただ今、事務局の説明が終りました。 

質疑に入ります。 

   議案第１１３号、議案第１１４号、議案第１１８号について、

何か御質疑ございませんか。 

 

木下委員   今、お話を聞いていた中で、スッキリしない部分がありまして、

意志決定をする、しない、〇であろうが×であろうが、意見と 

しては県には上がっていくのですね。 

 

梶原主幹   その通りです。 

 

木下委員   〇が多いから上げる、×が多いから上げないということではな 

く、意思決定さえすればそれは確実に薩󠄀摩川内市の意見として県 

に上げていくのですね。 

 

梶原主幹   鹿児島県の農業会議ではなく、鹿児島県に上げていきます。 

 

木下委員   わかりました。  

 

議  長   他に何かございませんか。 

 

委員・推進委員      (ありません) 
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議  長   ないようですので、採決に移ります。 

       はじめに、議案第１１３号、議案第１１４号、議案第１１８号

に係る採決方法について、審議いたします。 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議則第１３条「採決は起立または、挙

手による。ただし重要な事項については投票による。」となってお

ります。 

ここで今回の案件は重要事項として決定した場合、投票による

こととなります。 

 

議  長  質疑に入ります。 

      ご質疑ありませんか。 

 

木下委員  この案件は半年ほど審議している重要な案件として考えていま   

す。 

      薩󠄀摩川内市農業委員会ではこれ以上の案件は発生していないし、

これからも発生しないと個人的には思っています。 

      それで、どのように自分で事務局に相談したらいいかと思ったと

きに、事務局より、運営委員に相談していただき運営委員会で話を

してもらってくださいという回答だったので、川内南の農業委員に

それぞれ連絡をしてご了解を得て、運営委員さんに相談をし、運営

委員会で話をしてもらいました。 

      後で伺ったところ、その運営委員会では、そこまでしなくてもい

いのではという流れだったとのことでした。 

      中には投票をした方がいいのではという意見も耳にしたので、運

営委員の方々の意見も尊重しながらどちらかに決めていけたらと

思います。以上です。 

 

議  長  ほかにご質疑ありませんでしょうか。 

 

梶原委員  １８番 梶原です。 

      投票でなければならないと、誰が賛成したか、誰が反対したかと 

いうのを明らかに出来ないような案件であることなのか。この案件 

は、１９名、今日は１７名ですが、皆さん責任を持ってこの場に来 

られているし責任を持って採決に望んでおられるのだから、誰が賛 

成した・反対したではなくて、過半数になれば可決で賛成という事 

になるのですからそれでいいのではと思います。 

通常の挙手でと思います。 

 

谷山委員   ２番 谷山です。 
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       今、梶原委員の意見が出ましたとおり、私は梶原委員の意見に

賛成です。挙手でも投票でもどちらでもいいのではと思います。 

       そして、意見決定をしていただきたいと思います。以上です。 

 

有馬委員   １２番 有馬です。 

       今、梶原委員も谷山委員もおっしゃいましたが、私は挙手より

記名投票のほうが良いと思います。 

       そのほうがスッキリするのではないかと思います。 

       人間には目があります。後々ごたごたがなければいいのですが、

記名投票のほうが私的にはスッキリするのではと思います。 

      運営委員の意見をお聞きしたいのですがいかがですか。そこまで

する必要はないですか。以上です。 

 

議  長   運営委員の方々、なにかご質疑ありませんでしょうか。 

 

木場委員   ７番 木場です。 

       運営委員会でも話が上がったのですが、私は梶原委員の意見に

賛成です。どちらにしても県に意見決定されていくのですから、

遺恨が残るということはないと思います。 

       梶原委員が言われたように１９名が責任を持って手を上げる

わけです。人の顔色を見て上げるわけではないので、自分の意志

を持って挙手で行った方がいいのかと。記名投票で時間を割いて、

そこまでする案件なのかなと思います。以上です。 

 

議  長   他にご質疑ありませんでしょうか。 

 

小城委員   ６番 小城です。 

       私は個人的には、何度も話をしているわけですし、簡潔に挙手

で決めたほうがいいのではないかと思っているところです。 

以上です。 

 

議  長   他にご質疑ありませんでしょうか。 

 

中原委員   １番 中原です。 

       私は当日も質問したのですが、この件につきましては、申請を

して決められた通りにやっていただいたら、すでに許可が出てい

ますよという話もさせていただきました。 

      ですから、二度とこのような事例が出ないように、自分たちの仕

事もしっかりとしていかなくちゃいけないのではというふうに
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思います。 

       木下委員の気持ちは分かります。でも、これだけ書類も揃った

し使用要件も揃っていますので、最終的な決定は県のほうにまか

せて、皆さんのおっしゃったように挙手でいいのではと私も思い

ます。以上です。 

 

有馬委員   １２番の有馬です。 

       先ほど梶原さんが説明されましたが、もう全てオッケーなので

すね。 

       例えば、越境部分の復元とか。その辺はなにも問題はないとい

う考えでいいですか。 

 

梶原主幹   申請書通りの越境も改善されていますし境界も明記されてお

りますので、そこの部分は改善されております。そこは農業委員

会事務局だけではなくて、都市整備課及び林務水産課の立ち合い

のもと技術者も含めて立ち合いさせていただいて、申請書通りの

耕地確認は完了しています。 

 

有馬委員   前回はそこがはっきりとしないところがあったものですから

質問させていただきました。以上です。 

 

議  長   他にご質疑ありませんでしょうか。 

 

委員・推進委員    （なしの声あり） 

 

議  長   採決方法について、採決をとります。 

       重要な事項として投票による採決方法が良い農業委員は挙手

をお願いいたします。 

             

      （２名 挙手） 

        

議   長   重要な事項として挙手による採決方法が良い農業委員は挙手 

をお願いいたします。 

       

             （残り全員 挙手） 

 

議  長   挙手が過半数以上ですので、従来どおり挙手による採決といた 

します。               
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議  長   議案第１１３号「農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承

認について」（保留分）について、原案のとおり許可相当と意見

決定する（未完成の場合は審議保留）ことに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

過半数委員         （挙 手） 

 

議  長   賛成過半数を超えておりますので、議案第１１３号「農地転用

事業計画変更申請（承継なし）の承認について」（保留分）は、原

案のとおり承認されましたので、許可意見を付して、鹿児島県知事

に書類を進達することに決定いたします。 

議案第１１４号「農地法第４条の規定による農地等の転用許可申 

請承認について」（保留分）について、原案のとおり許可相当と意 

見決定する（未完成の場合は審議保留）ことに賛成の方の挙手を求 

めます。 

 

過半数委員         （挙 手） 

 

議  長   賛成過半数を超えておりますので、議案第１１４号「農地法第

４条の規定による農地等の転用許可申請承認について」（保留分）

は、原案のとおり承認されましたので、許可意見を付して、鹿児島

県知事に書類を進達することに決定いたします。 

   議案第１１８号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移

転・売許可申請承認について」（保留分）については、原案のとお

り処分決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

過半数委員         （挙 手）  

 

議  長   賛成過半数を超えておりますので、議案第１１８号「農地法第

３条の規定による農地等の所有権移転・売許可申請承認について」

（保留分）は、原案のとおり許可する（未完成の場合は審議保留）

ことに決定いたします。 

次に、報告第３２号「農地形質変更届の専決処分について」（保

留分）何か御質疑ございませんか。 

 

委員・推進委員    （なしの声あり） 

 

議  長   ないようですので、報告第３２号「農地形質変更届の専決処分

について」（保留分）を終了いたします。 
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梶原主幹   すみません。補足です。 

       今回のことについて、先ほど言ったとおり意見決定をいただき 

ましたので、事業計画変更の承認と４条の申請については許可相

当という意見決定をいただきましたので進達させていただきま

す。 

        ３条は薩󠄀摩川内市の農業委員会が許可権者ですので許可を出

すことになるのですが事業計画変更が県の方に行った後じゃな

いと許可が出せませんので同時許可にさせていただきたいと思

います。それを報告することを忘れておりました。 

        申し訳ございません。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長    他にないですか。 

 

議  長     以上で本日の議案の審議は、全て終りました。 

 

次は、会次第７のその他に入ります。 

⑴  ７月の申請等現地調査及び総会の日程について事務局の説  

明をお願いします。  

 

局長代理  ７月 行 事 予 定 （案 ）について説 明 いたします。お手 元 に配 付 しておりま

す行 事 予 定 （案 ）をご覧 ください。 

まず、現 地 調 査 ですが、９日 （火 ）が本 土 川 内 地 域 、８日 （月 ）が本 土 ４

支 所 の予 定 です。調 査 員 は記 載 のとおりです。 

また、議 案 提 出 状 況 により調 査 コース、時 間 等 の調 整 を事 務 局 で行 い

連 絡 いたします。甑 地 域 におかれましても、同 様 に調 整 をお願 いします。 

なお、申 請 が多 い場 合 は３班 体 制 で、いずれも午 前 中 までは終 了 の形

をとります。 

午 前 ８時 ３０分 までに農 業 委 員 会 事 務 局 横 の５０２会 議 室 にご集 合 く

ださい。 

支 所 班 は、各 支 所 で集 合 解 散 とし、いずれも午 前 中 までには終 了 予

定 です。 

それから、下 段 に記 載 の７月 総 会 は７月 ２６日 （金 ）午 後 １時 から、ＳＳプ

ラザ川 内 の３階 ３０１から３０３会 議 室 を予 定 しています。 

また、裏 面 は７月 から９月 の行 事 予 定 を記 載 してあります。 

主 要 行 事 のみ説 明 させていただきます。 

７月 １２日  令 和 ６年 度  農 業 者 年 金 推 進 会 議 及 び農 地 利 用 状 況 調

査 推 進 会 議 を SS プラザ川 内 で開 催 いたします。これは例 年 毎 年 行 って

いますが農 業 者 年 金 加 入 の推 進 会 議 それから利 用 状 況 調 査 の会 議 に
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なります。こちらにつきましては全 員 ご出 席 で毎 年 お願 いしておりますので

必 ずご出 席 をお願 いいたします。駐 車 場 につきましては、総 会 と同 じ S キ

ューブの駐 車 場 になります。 

続 いて８月 ２７日 です。令 和 ６年 度 鹿 児 島 県 農 業 委 員 会 大 会 が開 催 さ

れることとなっております。これは全 市 町 村 の農 業 委 員 会 の委 員 さんが集

まっていただき大 会 が開 催 されます。場 所 は鹿 児 島 市 の宝 山 ホールです。

なお当 日 は市 でバスを２台 貸 し切 っておりますので、そちらに乗 っていただ

き現 地 へ集 合 ください。午 後 からの開 催 で、昼 食 につきましては城 山 観 光

ホテルに予 約 をしております。行 程 につきましては後 ほどお知 らせしたいと

思 います。 

続 いて９月 １１日 、１２日 は、鹿 児 島 県 農 業 委 員 会 女 性 委 員 の会  総

会 研 修 委 員 会 が SS プラザ川 内 で開 催 されます。この女 性 委 員 の会  総

会 研 修 委 員 会 ですが、毎 年 各 市 町 村 持 ち回 りで開 催 しております。今 年

は薩󠄀 摩 川 内 市 が担 当 しておりますので、薩󠄀 摩 川 内 市 で会 場 等 の準 備 等

をすることとなっております。初 日 が SS プラザ川 内 の多 目 的 ホール・３０１

～３０３会 議 室 で行 われます。そして２日 目 が研 修 視 察 になります。株 式

会 社 バイオアース、こちらは養 蚕 関 係 の会 社 になります。その後 、入 来 町

の朝 暘 ワイナリーの見 学 となっております。 

女 性 委 員 の会 に関 しましては女 性 委 員 がメインとなっております。 

以 上 が３か月 の予 定 となっております。 

今 後 の予 定 等 にお役 立 てください。以 上 で説 明 を終 ります。 

 

議  長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件についてご質問、

ご意見等はございませんか。 

 

委員・推進委員     （なしの声 あり） 

 

議  長  そのほかに、事務局から何かございませんか。 

 

梶原主幹  ８月２７日の農業委員会大会の出欠を出していない方は提出を

お願いします。また、自家用車で直接行かれる方は余白の部分に書

いていただけると助かります。 

      川内・入来・樋脇に寄りますので人数を確認して行程を組みたい

と思っています。昼食は城山観光ホテルで予約をしておりますので、

参加のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

      

議  長  それでは、全体的に何かございませんか。 

 

木下委員   先ほど、会長より全国大会の報告などありましたが、私がお願
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いしたいことは、どのような内容だったかを知りたいので報告して

欲しいということです。 

会長や局長が会議等に参加された際には復命書等を PDF でもい

いので全委員に展開してほしいです。タブレットで全委員が見られ

るようにすればいいと思います。委員達がちゃんと確認しているか

チェックして、見ていない人にはなぜ見ていないのかと確認するよ

うにしたらいいと思います。 

      

平局長    今、木下委員よりご要望があった件についてお答えをさせていた

だきます。 

       主に４点あったと思います。 

       １点目は、会長の報告では内容が分からないということで、会長

は全体的な会議の報告をしていますので時間の制約もある中で今

回コンパクトにまとめて報告されたと私は思っております。 

       ２点目の復命について内容を教えてほしいということですが、こ

れについてはご要望がありましたので、資料的に全てとなるとかな

り多くなるので出来るだけコンパクトにまとめてお知らせをさせ

ていただきたいと思います。 

       ３点目の大会の情報についてですが、これについては全国農業新

聞でも皆様方にも取っていただいております中でも、どういったこ

とをしたかという情報も開示されておりますので、コンパクトな部

分は全然情報がないということはないと思っておりますので、そこ

を見ていただければある程度柱の部分についてはご確認できるの

ではないかと思っております。 

       それと４点目のチェックの件、委員さんが見たか見ていないかと

いう事ですけれど、これについてはそこまでの必要はなくて、私の

個人的考えですが情報は提供しますが、その後の見たか見ていない

かのチェックまでの必要はないと思っています。 

理由は、その情報をこちらが提供するという事が大事であって見

たか見ていないかという事が大事な事ではないと思っております

ので、もし見ていなければ私共の方で補足があればご説明をするな

りそのような形でさせていただきたいと思っております。 

また、私の意見でご意見がありましたらご意見をいただきたいと

思います。以上です。 

 

木下委員   はい分かりました。 

 

議  長  他に全体的に何かございませんか。 
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委員・推進委員     （なしの声 あり） 

 

議  長   これをもちまして第１５回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を閉会い 

たします。 

 

局長代理 皆さん、ご起立下さい。一同礼。ご着席ください。 

 

       

 「閉 会」      【終了 １５：３０】 


